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国富町告示第44号 

 令和４年国富町議会第３回定例会を次のとおり招集する 

    令和４年８月29日 

                                国富町長 中別府尚文 

１ 期 日  令和４年９月２日 

２ 場 所  国富町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

中村 繁樹君          穂寄 満弘君 

谷口  勝君          三根 正則君 

日髙 英敏君          山内 千秋君 

武田 幹夫君          近藤 智子君 

飯干 富生君          河野 憲次君 

緒方 良美君          横山 逸男君 

渡邉 靜男君                 

────────────────────────────── 

○９月６日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○９月７日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○９月16日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

なし 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和４年 第３回（定例）国 富 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和４年９月２日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                        令和４年９月２日  午前９時30分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

      報告第３号 令和３年度国富町健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

 日程第４ 認定第１号 令和３年度国富町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第５ 認定第２号 令和３年度国富町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第６ 認定第３号 令和３年度国富町綾川雑用水管理事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第７ 認定第４号 令和３年度国富町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第８ 認定第５号 令和３年度国富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第９ 認定第６号 令和３年度国富町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第10 認定第７号 令和３年度国富町水道事業会計剰余金の処分及び令和３年度国富町水

道事業会計決算の認定について 

 日程第11 議案第33号 令和４年度国富町一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第12 議案第34号 令和４年度国富町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第13 議案第35号 令和４年度国富町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

 日程第14 議案第36号 令和４年度国富町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第15 議案第37号 令和４年度国富町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第16 議案第38号 国富町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定

について 

 日程第17 議案第39号 国富町税条例等の一部を改正する条例について 
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 日程第18 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

      報告第３号 令和３年度国富町健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

 日程第４ 認定第１号 令和３年度国富町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第５ 認定第２号 令和３年度国富町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第６ 認定第３号 令和３年度国富町綾川雑用水管理事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第７ 認定第４号 令和３年度国富町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第８ 認定第５号 令和３年度国富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第９ 認定第６号 令和３年度国富町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第10 認定第７号 令和３年度国富町水道事業会計剰余金の処分及び令和３年度国富町水

道事業会計決算の認定について 

 日程第11 議案第33号 令和４年度国富町一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第12 議案第34号 令和４年度国富町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第13 議案第35号 令和４年度国富町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

 日程第14 議案第36号 令和４年度国富町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第15 議案第37号 令和４年度国富町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第16 議案第38号 国富町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定

について 

 日程第17 議案第39号 国富町税条例等の一部を改正する条例について 

 日程第18 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて 

────────────────────────────── 

出席議員（13名） 
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１番 中村 繁樹君       ２番 穂寄 満弘君 

３番 谷口  勝君       ４番 三根 正則君 

５番 日髙 英敏君       ６番 山内 千秋君 

７番 武田 幹夫君       ８番 近藤 智子君 

９番 飯干 富生君       10番 河野 憲次君 

11番 緒方 良美君       12番 横山 逸男君 

13番 渡邉 靜男君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 武田 二雄君     主幹兼議事調査係長  夏目 卓治君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 中別府尚文君   副町長 ………………… 横山 秀樹君 

教育長 ………………… 荒木 幸一君   総務課長 ……………… 重山 康浩君 

企画政策課長 ………… 大矢 雄二君   財政課長 ……………… 矢野 一弘君 

税務課長 ……………… 津留 慎義君   町民生活課長 ………… 菊池 潤一君 

福祉課長 ……………… 桑畑 武美君   保健介護課長 ………… 坂本  透君 

農林振興課長 ………… 日髙 佑二君   農地整備課長 ………… 横山 寿彦君 

都市建設課長 ………… 吉岡 勝則君   上下水道課長 ………… 福嶋 英人君 

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 横山 香代君 

教育総務課長 ………… 児玉 和弘君   社会教育課長 ………… 佐藤 利明君 

学校給食共同調理場所長 …………………………………………………… 三好 秀敏君 

監査委員 ……………… 山口  孝君                      

────────────────────────────── 

午前９時28分開会 

○議長（渡邉 靜男君）  皆様、おはようございます。第３回定例会の開会に先立ちまして一言

ご挨拶を申し上げます。 

 非常に強い台風１１号が接近中でございます。台風の動きには不確定な部分が多く、本県にと
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って最悪の進路になることも想定され、大きな被害が発生する可能性があります。自助・共助・

公助の立場で、災害に対する備えをしっかり準備しなければならないと考えます。 

 また、県は新型コロナウイルス感染急拡大に伴い、発令中の医療非常事態宣言について、９月

２１日まで延長すると発表しました。新規感染者数は減少傾向にありますが、病床使用率の高止

まりが続いているためでございます。 

 本町の感染者数も高止まりの傾向の中にあります。特に、乳幼児を含む未就学児や、２学期が

始まった小中学校での感染が大変危惧されます。引き続き感染防止対策を徹底しなければなりま

せん。 

 また、大変うれしいニュースがございました。本庄高校馬術部が全国大会において日本一に輝

きました。選手をはじめ関係者の皆様のご努力と、国富町を全国に発信していただいたことに心

より祝福と感謝を申し上げます。 

 それでは、第３回定例会には、町長提出議案としまして報告が１件、決算の認定が７件、補正

予算が５件、条例関係が２件、諮問が１件の計１６件でございます。また、一般質問につきまし

ては、７名の議員が通告をされております。 

 なお、議事の進行に当たりましては、効率的な運営ができますよう、議員並びに執行部の皆様

にご協力をお願い申し上げまして、挨拶といたします。 

 ただいまの出席議員数は１３名です。定足数に達しておりますので、令和４年国富町議会第

３回定例会を開会いたします。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（渡邉 靜男君）  日程第１、会議録の署名議員を指名します。 

 今期定例会の会議録署名議員は、国富町議会会議規則第１２２条の規定によりまして、谷口勝

君、河野憲次君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（渡邉 靜男君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、議会運営委員会の決定のとおり、本日から９月

１６日までの１５日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡邉 靜男君）  異議なしと認めます。 
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 したがいまして、会期は本日から１６日までの１５日間に決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（渡邉 靜男君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 まず、町長から報告第３号についてお願いをいたします。 

 町長。 

○町長（中別府尚文君）  おはようございます。 

 それでは、ただいま議題となりました報告第３号についてご説明いたします。 

 報告第３号「令和３年度国富町健全化判断比率及び資金不足比率の報告について」は、地方公

共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づき、別紙のと

おり報告するものであります。 

 以上、ご報告いたします。 

○議長（渡邉 靜男君）  次に、議会諸般の政務については、別紙の報告書のとおりであります

ので、ご了承ください。 

 次に、今期定例会に受理した請願は、会議規則第８８条の規定により、お手元に配付しました

文書表のとおり、所管の常任委員会に付託することになりましたので、報告します。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．認定第１号 

日程第５．認定第２号 

日程第６．認定第３号 

日程第７．認定第４号 

日程第８．認定第５号 

日程第９．認定第６号 

日程第１０．認定第７号 

日程第１１．議案第３３号 

日程第１２．議案第３４号 

日程第１３．議案第３５号 

日程第１４．議案第３６号 

日程第１５．議案第３７号 

日程第１６．議案第３８号 

日程第１７．議案第３９号 

日程第１８．諮問第１号 
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○議長（渡邉 靜男君）  日程第４、町長提出、日程第４の認定第１号から日程第１０の認定第

７号まで、並びに日程第１１の議案第３３号から日程第１８の諮問第１号までの１５件を一括し

て議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（中別府尚文君）  ただいま、議題となりました認定第１号から諮問第１号までについて、

一括してご説明いたします。 

 その前に、監査委員に一言御礼を申し上げます。 

 令和３年度決算を認定するに当たりましては、監査委員のお二方には、本町の財務に関する事

務を長期間にわたり慎重に審査いただきました。そのご苦労に対しまして厚く御礼を申し上げま

す。審査の過程でご指導いただきましたことは、今後十分留意しまして、より適切な事務の執行

に努めてまいります。引き続き、ご指導をよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、認定第１号「令和３年度国富町一般会計歳入歳出決算の認定について」ご説明いた

します。 

 令和３年度は、令和２年度に引き続き新型コロナウイルス感染症が拡大し、感染力の強い変異

株への置き換わりも相まって、長期にわたって町民の健康はもとより、社会・経済活動にも甚大

な影響が生じました。 

 年度当初には、県内でも新規感染者数が爆発的に増大し、５月には県独自の緊急事態宣言が発

令され、県外との往来や外出の自粛、イベント開催の制限、クラスター発生防止のための会食等

の制限、高齢者施設等での面会制限など、幅広く行動要請がなされたほか、新たにテレワークや

時差出勤、学校におけるオンライン授業などが推奨されるなど、町民の意識や行動にも変化が求

められたところです。 

 また、まん延防止等重点措置による飲食店等における営業時間の短縮要請の結果、地域経済活

動が縮小することとなり、やがて農林水産業、製造業、商業などにも影響が波及し、地域経済全

体に多大なる損失が生じたところであります。 

 一方では、国による新型コロナウイルスワクチンの供給体制が整備され、町内医療機関のご協

力のもと、医療従事者や高齢者等を中心に、計画的なワクチン接種が開始され、町民へのワクチ

ン接種も順調に行われたところです。 

 こうしたコロナ禍を背景に、今決算も引き続き新型コロナウイルス感染症対策を中心とした決

算となりました。 

 本町では、昨年３月に新型コロナウイルスワクチン接種事業費を予算計上し、以来、１２回の

補正予算を計上するなど、徹底的な感染予防対策、町内各種産業に対する経済支援、経済回復の

ための消費喚起など、コロナ対策の実行にはスピード感を持って積極的に取り組んできたところ
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です。 

 この間、議会にも幾度となく補正予算の審議に応じていただき、ご理解とご協力を賜りました。

あらためて厚く御礼申し上げます。 

 令和３年度決算における新型コロナウイルス感染症対策の主な取組としましては、感染予防、

感染拡大防止対策として新型コロナウイルスワクチン接種事業並びに公共施設及び小中学校のト

イレ洋式化など、ソフト・ハード両面で取り組みを徹底しました。 

 生活支援としましては、住民税非課税世帯や子育て世帯への臨時特別給付金事業、低所得の子

育て世帯の生活支援を行う特別給付金事業のほか、県との連携による３０％プレミアム付き商品

券発行事業など、町内経済の回復にも積極的に取り組みました。 

 緊急経済対策としましては、県の緊急事態宣言発令による町民等への外出自粛要請やイベント

の中止・延期要請により大きな影響を受けている町内の飲食店等への営業時間短縮要請等協力金

の支給等、町独自の商工業者支援を行ったほか、農業収入の減少に備えた収入保険の加入料一部

助成や肥育農家の経営安定を図るための生産費の補助、ＪＡ宮崎中央家畜市場での購買誘致を図

るための牛の運搬費用の補助や花卉農家の経営負担軽減対策など、引き続き新型コロナウイルス

感染拡大による影響を受けた農家の支援にも取り組んだところです。 

 その結果、本町の新型コロナウイルス感染症対策に要した経費の総額は１１億９,５９２万

９,４１１円となりましたが、その財源のほとんどは国・県支出金及び新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を活用した取組となりました。 

 一方、新型コロナウイルス感染症対策以外でも、人口減少対策をはじめ少子高齢化対策、地域

経済の活性化、気候変動の影響による自然災害への対応など、直面する課題にも向き合い、持続

可能なまちづくりを進めるため、財政状況の厳しい中にあっても町民の皆様が将来に希望をなく

すことなく安心・安全な暮らしができるよう、全力で取り組んできたところです。 

 令和３年度の事業を幾つか挙げてみますと、まず、最重要課題である人口減少対策では、平成

３０年度から継続的に取り組んでいる若者定住促進事業により、令和３年度は３０件８７人の

方々が町内への定住に結びついたほか、中学生までの子供医療費の完全無料化や独り親世帯の子

育て支援、また、新たに子供家庭総合支援拠点を設置し、児童虐待の予防、早期発見、事案発生

時の迅速かつ的確な対応を行うための支援体制を整えるなど、子育て世代にとって安心して産み

育てられるまちづくりに取り組んだ結果、出生数が前年度と比較して１６人増えるなど、人口減

少の抑制に効果が見られるようになってきたところです。 

 安心・安全対策では、国の制度事業を活用し、稲荷仮屋原線ほか１路線や、牛の宮山下線の道

路改良を行ったほか、町道萩原川上線の町単道路改良を継続して実施しました。また、国の公共

施設等適正管理推進事業による舗装補修工事や道路メンテナンス事業による森永橋橋梁補修工事
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のほか、ため池等の整備にも取り組みました。 

 さらに、町単独事業では、側溝の新設・改修工事や木造住宅の耐震化、防火水槽や消火栓の整

備などにも継続的に取り組んだところです。 

 商工業振興対策では、町民の生活支援及び町内商工業活性化のため、経済生活支援対策事業や

店舗リフォーム事業を実施したほか、ふるさと納税制度を活用した地元産品の消費拡大に積極的

に取り組んだ結果、過去最大であった令和２年度の実績を大きく上回る４億５４３万１,６１３円

という実績を上げたところです。 

 農畜産の振興では、深刻化する農家の高齢化や担い手不足を解消するため、引き続き農業後継

者や新規就農者の育成、就農時の初期投資や就農直後の経営の確立を支援するなど、次世代の本

町農業を担う若い力を育てる取組を行ったほか、産地生産基盤パワーアップ事業費補助による施

設園芸農家の支援や畜産競争力強化整備事業費補助による規模拡大支援など、肉用牛の繁殖基盤

を強化する取組も行いました。 

 また、林業分野では、森林環境譲与税を活用し、新生児に木工玩具をプレゼントするウッドス

タート事業に取り組んだほか、有害鳥獣による被害の拡大防止のための取組を強化しました。 

 健康づくり対策では、コロナ感染拡大防止に全力で取り組みながらも、総合健診事業を中心に、

がん検診や予防接種を組み合わせて効果的な受診体制を推進しました。 

 また、国保会計の受診対象者を３５歳以上から３０歳以上に引き下げたほか、健診促進パンフ

レットを作成しました。 

 さらに、特定健診受診者を対象とした健康応援事業に、血圧や体重、歩数を記録して応募する

新たな枠を追加し、さらなる健康意識の向上を図りました。 

 また、高齢化対策では、要介護につながりやすい生活習慣病対策として糖尿病性腎症の早期発

見と栄養指導を行う高齢者保健事業と介護地域支援事業との一体的な取組を行ったほか、認知症

がある程度進んだ高齢者の健康寿命を伸ばすため、新たに認知症１.５次予防教室にも取り組み

ました。 

 さらに、デマンド型乗り合いタクシーの試験運行開始に合わせ、高齢者運転免許返納支援事業

補助金を新設し、高齢者の交通安全を推進しました。 

 介護保険事業では、地域で認知症を支える体制づくりや医療と介護をつなぐ仕組みづくりなど、

社会福祉協議会や地域包括支援センターと連携した超高齢社会に備えた体制づくりに取り組みま

した。 

 教育分野では、増大する教職員の負担を軽減するため、各小学校に補助職員、各中学校に補助

教員を配置し、個別の学力定着や特別支援教室の補助等を充実したほか、本庄小、木脇小にス

クールサポートスタッフを配置し、教員の事務負担の軽減を図りました。 
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 また、小中学校でＧＩＧＡスクール構想のスムーズな実現のため、専門技術者を配置し、教職

員を補助しながらＩＣＴを活用した教育にも取り組みました。また、教育環境の整備では本庄小

学校南校舎の長寿命化改修工事、社会教育施設の整備では老朽化等、衛生面などから早期の改善

が求められていた改善センターの調理室の設備改修を行ったところです。 

 以上の結果、一般会計の決算の概要を申し上げますと、決算額は、歳入総額１１１億６,１５５万

６,９８７円、歳出総額は１０７億２,４２１万１,２１５円で、前年度と比較して、歳入が７億

９,４２９万７,５８７円、歳出が８億３,９８９万１,６６３円、それぞれ減額しております。 

 決算収支につきましては、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は４億３,７３４万

５,７７２円で、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は４億２,２４８万

８,０２２円の黒字となっています。 

 なお、実質収支のうち２億１,２００万円は財政調整基金に積み立てることとしております。 

 次に、主な財政指標についてですが、財政力指数は０.４９で、前年度と比較し０.０２ポイン

ト低下しております。経常収支比率費は８７.７％で、前年度より１.３ポイント低下しておりま

す。 

 主な要因としましては、分母となる歳入では、主要一般財源である地方交付税の増収があった

こと、一方、分子である歳出では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、経常的に行われてき

た事業やイベント等が中止となったことから、経常的経費の減少により比率が減少したものと考

えております。 

 最後に、地方公共団体財政健全化法における財政指標につきましては、令和３年度健全化判断

比率及び資金不足比率の報告書に４つの指標を掲載しておりますが、実質赤字比率及び連結実質

赤字比率は、本町の一般会計と特別会計は実質収支が全て黒字であるため、赤字の比率は発生し

ておりません。 

 実質公債費比率は９.６％で、前年度より０.１ポイント低下しております。将来負担比率は

７８.１％で、前年度より１２.６ポイント低下しております。いずれも指標の低下が見られます

が、国の基準による健全な財政の範囲内に位置しております。 

 以上、一般会計の決算の概要を申し上げましたが、令和３年度の町政運営に当たりましては、

令和２年度に引き続き新型コロナウイルス感染症対策に取り組みながら、町民の安心・安全と

日々の暮らしに生きがいが感じられるまちづくりを目指し誠心誠意取り組んだところであります。 

 議会の皆様をはじめ町民各位には、多大なるご支援・ご協力をいただきましたことにあらため

て感謝を申し上げますとともに、今後とも健全な財政維持に努めながら、効率的かつ効果的な行

財政運営に心がけてまいりたいと考えております。 

 次に、認定第２号「令和３年度国富町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、
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令和３年度の決算規模は、歳入総額３億４,１９１万４,８０５円、歳出総額３億３,５３３万

６,４９８円で、前年度と比較して歳入が９９１万４,７６１円、歳出が１,２１２万６,８８６円、

それぞれ増加しております。 

 決算収支につきましては、形式収支、実質収支ともに６５７万８,３０７円の黒字となってお

ります。 

 次に、認定第３号「令和３年度国富町綾川雑用水管理事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」、令和３年度の決算規模は、歳入総額７６５万１,９８８円、歳出総額６９８万８０６円で、

前年度と比較して、歳入が２９２万６,５８６円、歳出が２４５万１,９７４円、それぞれ減額し

ております。決算収支につきましては、形式収支、実質収支ともに６７万１,１８２円の黒字と

なっております。 

 次に、認定第４号「令和３年度国富町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」、令和３年度の決算規模は、歳入総額２５億９,９０３万５,９５５円、歳出総額２５億

６,８４４万３,３０７円で、前年度と比較して歳入が３,０７５万２,３１５円、歳出が

１,９５２万３,８６５円、それぞれ減少しております。 

 決算収支につきましては、形式収支、実質収支ともに３,０５９万２,６４８円の黒字となって

おります。 

 歳入の主なものは、県支出金１８億６６８万３,７０６円、国民健康保険税４億６,４１５万

４,３９８円、繰入金２億７,８２２万２,４１０円であります。歳出の主なものは、保険給付費

１７億８,０２６万３,０２８円、国民健康保険事業費納付金６億８,７１９万８,６４２円であり

ます。 

 次に、認定第５号「令和３年度国富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」、

令和３年度の決算規模は、歳入総額２億５,９３６万２,１８２円、歳出総額２億５,２７８万

２,５２９円で、前年度と比較して、歳入が７６２万４,９４７円、歳出が３８５万１,３４７円、

それぞれ増加しております。 

 決算収支につきましては、形式収支、実質収支ともに６５７万９,６５３円の黒字となってお

ります。 

 歳入の主ものは、後期高齢者医療保険料１億６,９１２万３,２００円、繰入金８,６７２万

２,８２９円であります。歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金２億４,９００万

９,９０６円で、歳出総額の７８.５％を占めております。 

 次に、認定第６号「令和３年度国富町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、令和

３年度の決算規模は、歳入総額２５億７,１６９万５,９１１円、歳出総額２４億８,０９６万

４,２８６円で、前年度と比較して、歳入が１億１,９６７万７,７８７円、歳出が５,５８６万
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１９円、それぞれ増加しております。 

 決算収支につきましては、形式収支、実質収支ともに９,０７３万１,６２５円の黒字となって

おります。 

 歳入の主ものは、介護保険料４億４,４１６万１,８００円、国庫支出金６億６,２８６万

６,４０４円、支払基金交付金６億６７４万９,０００円、県支出金３億７,１３６万４９２円、

繰入金４億５,４７６万５９７円であります。歳出の主なものは、総務費８,２２３万４,８８６円、

保険給付費２１億８,７３２万２,９２４円、地域支援事業費１億２,４４７万５,６３４円となっ

ております。 

 次に、認定第７号「令和３年度国富町水道事業会計剰余金の処分及び令和３年度国富町水道事

業会計決算の認定について」、剰余金の処分につきましては、資本的収支の不足額を減債積立金

から２,５５０万４,０７６円取り崩して対応しております。この取り崩し額と同額を自己資本金

へ組み入れ、３,０００万円を減債積立金へ積み立てる剰余金処分案をご提案いたします。 

 決算状況につきまして、消費税及び地方消費税抜きの収益的収支では、収入４億２,１７０万

４,８２４円、支出３億５,４３９万９,５８４円で、前年度と比較して収入が９５０万

４,２６６円減少し、支出が３４０万１,９７３円増加して、６,７３０万５,２４０円の純利益を

計上しております。 

 資本的収支では、収入９,０７６万５,０００円、支出２億７,８０３万４,２８０円で、前年度

と比較して収入が２６６万２,８０６円、支出が１,０２４万４,１１６円、それぞれ減少してお

りますが、不足となる１億８,７２６万９,２８０円につきましては、損益勘定留保資金等で補填

いたしました。 

 主な事業としましては、令和３年度建設改良工事で、嵐田地区配水管布設替工事、森永浄水場

薬品注入施設更新工事を令和２年度繰越分で県道南俣宮崎線道路改良に伴う配水管布設替工事、

県道旭村木脇線道路改良に伴う配水管布設工事を実施いたしました。利用状況については、区域

内の給水人口が１万８,５２３人と、前年度に比べて１６４人の減となり、現在、給水区域内人

口に対する普及率は９９.５％となっております。 

 次に、議案第３３号「令和４年度国富町一般会計補正予算（第４号）について」は、新型コロ

ナウイルスワクチン接種に係る事業費の追加や人事異動に伴う人件費の増減のほか、国・県の制

度事業の導入に伴う事業費の追加と事業計画取下げによる減額、町単独事業、災害復旧事業費な

どを追加するもので補正額は５,５８２万９,０００円を減額、補正後の予算規模は、９５億

３,０８６万２,０００円となります。 

 以下、その主なものについて概要をご説明いたします。 

 まず、新型コロナウイルス感染症関連では、オミクロン対応新ワクチンの追加接種に係る委託
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料及び事務費等のほか、町指定生ごみ袋の価格高騰による影響を緩和するための費用などを追加

しております。 

 国・県の制度事業では、事業実施計画の取下げによる畜産競争力強化整備事業費補助金を減額

する一方、本町農業の未来を担う若い力を育てるため、認定新規就農者に対する新規就農者育成

総合対策事業費補助金を追加するほか、国の公共施設等適正管理推進事業への採択を受け、舗装

補修工事費などを追加しております。 

 さらに、本町が国の進める情報モラル教育推進事業の宮崎県でのモデル地区となったことから、

デジタル情報化社会における道徳的な情報倫理を教育するための研究・実践・検証等に係る費用

を計上しております。 

 町単独事業では、法華嶽公園の新たな魅力の創出として、ドッグラン施設の整備費を計上する

ほか、十日町須志田線道路改良事業費や側溝改修事業費などを追加しております。 

 災害復旧事業では、７月の豪雨で被災した農地及び農業用施設の災害復旧費を計上しておりま

す。 

 以上、補正の概要を申し上げましたが、これに充てる財源は国・県支出金を２億１,４０８万

６,０００円減額する一方、繰越金９,０２３万２,０００円、町債６,６３０万円などの追加を見

込んでおります。 

 次に、議案第３４号「令和４年度国富町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て」は、歳入につきましては、一般会計繰入金、前年度繰越金及び起債の追加を行うものであり

ます。歳出につきましては、人件費を減額し、需用費及び工事請負費の追加を行うものでありま

す。補正額は９９６万８,０００円で、補正後の予算規模は３億６,３９６万８,０００円となり

ます。 

 次に、議案第３５号「令和４年度国富町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」は、人事異動に伴う職員人件費の増額と過年度交付金等の補正に伴う県への返還金の追加を

主に行うものであります。補正額は６７８万円で、補正後の予算規模は２６億１,５００万

６,０００円となります。 

 次に、議案第３６号「令和４年度国富町介護保険特別会計補正予算（第１号）について」は、

令和３年度介護給付費負担金等の確定に伴う国・県等への返還金の追加を主に行うものでありま

す。補正額は５,１６９万８,０００円で、補正後の予算規模は２５億８,４８９万８,０００円と

なります。 

 次に、議案第３７号「令和４年度国富町水道事業会計補正予算（第１号）について」は、収益

的収支のうち人件費の追加を行うものであります。資本的収支につきましては、収入は起債及び補

償金の追加、支出は工事請負費の追加を行うものであります。補正額は１,２５８万３,０００円
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で、補正後の予算規模は６億９,３９５万３,０００円となります。 

 次に、議案第３８号「国富町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定に

ついて」は、パソコンやコピー機などの借入れや情報処理システムの運用管理に関する契約など

複数年度にわたり契約を締結するものについて、債務負担行為を設定する必要がなく、長期継続

契約を締結できるようにするための条例制定を行うものであります。 

 次に、議案第３９号「国富町税条例等の一部を改正する条例について」は、地方税法等の一部

改正に伴うものでありますが、第１に、ＤＶ被害者等から登記所へ申出があった場合における固

定資産課税台帳の閲覧及び記載事項証明書の交付について、被害者等の登記簿上の住所を記載せ

ず、住所に代わる事項を記載する見直しに係る改正。 

 第２に、令和５年度分以降の特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の個人住民税

の課税方式を所得税と一致させる見直しに係る改正。 

 第３に、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に退職手当等を要する配偶者及

び扶養親族の氏名等の記載事項を追加する改正。 

 第４に、令和５年度以降の個人住民税から適用となる住宅借入金等特別税額控除の適用期限を

令和２０年度まで延長する措置及び適用要件の見直しに係る改正を行うものであります。 

 次に、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて」は、

令和４年１２月３１日をもって任期満了となります近藤めぐみ氏を再度推薦するため、ここに提

案するものであります。 

 提案いたします近藤氏は、人格、識見ともに高く、人権擁護委員としてふさわしい方であると

考えますので、ここに議会の意見を求めるものであります。 

 以上、概要をご説明いたしましたが、補足説明の必要なものにつきましては主管課長に説明を

いたさせますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 説明の中に一部誤りがありますので、ここで訂正をさせていただきます。 

 認定第５号「令和３年度国富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」、その

中身の中で、歳出総額のパーセンテージでありますけれども、９８.５％と申し上げるべきとこ

ろを７８.５％と申し上げたようでございます。正しくは９８.５％でありますので、訂正をさせ

ていただきまして、おわびを申し上げます。 

○議長（渡邉 靜男君）  補足説明を求めます。矢野財政課長。 

○財政課長（矢野 一弘君）  それでは、議案第３３号「令和４年度国富町一般会計補正予算

（第４号）」につきまして補足説明をいたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条におきまして、今回の補正額は５,５８２万９,０００円を減額するものとなっておりま
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す。 

 続きまして、第２条の債務負担行為の補正については６ページに、第３条の地方債の補正につ

いては７ページに掲載しておりますので、まず６ページのほうをご覧いただきたいと思います。 

 第２表債務負担行為の補正については、当初予算で、職員が業務で使用するパソコンをＬＧＷ

ＡＮとインターネットが両方利用できる環境にするための機器導入に関し、複数年にわたるリー

ス契約の債務負担行為を設定しておりましたが、このたびウクライナ情勢等による世界的な半導

体不足により工期が遅れることとなったため、予算の減額とともに債務負担行為の変更を行うも

のであります。 

 続いて、７ページをお願いいたします。 

 第３表地方債補正の１追加については、本年７月に発生した豪雨災害により被災した農地及び

農業用施設に係る現年発生補助災害復旧事業の財源として町債を追加するものであります。 

 また、２変更の道路橋梁整備事業については、起債事業として認められた舗装補修事業に係る

財源を追加するための町債の限度額を変更するものであります。 

 それでは、事項別明細書の歳入、１９ページをお願いいたします。 

 歳入の１６款国庫支出金、１項国庫負担金、３目衛生費負担金の新型コロナウイルスワクチン

接種費負担金３,８７０万９,０００円は、オミクロン対応新ワクチン及び従来ワクチンの４回目

接種対象者の拡大に伴うワクチン接種委託料に対する国庫負担金となっております。 

 また、２項国庫補助金、３目衛生費補助金の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

補助金３,５２２万６,０００円は、ワクチン接種事業の期間延長に伴う事務費や資材等借り上げ

費用に対する補助金となっております。 

 続きまして、２０ページをお願いいたします。 

 １７款県支出金、２項県補助金、４目農林水産業補助金の畜産競争力強化整備事業費補助金

３億３,５６０万円の減は、国富町養鶏クラスター推進協議会の事業実施計画の取下げによる減

額となっております。 

 また、一番下の新規就農者育成総合対策事業費補助金１,４２６万８,０００円は、認定新規就

農者２名に対する農業用機械の導入支援及び１名の経営開始資金に対する補助金となっておりま

す。 

 次に、３項委託金、５目教育費委託金の情報モラル教育推進事業委託金１５０万円は、本町が、

国の進める情報モラル教育推進事業での宮崎県でのモデル地区となったことから、デジタル情報

化社会における道徳的な情報倫理を教育するための委託金となっております。 

 次に、２１款繰越金９,０２３万２,０００円は、令和３年度繰越金のうち今回の補正予算に対

する一般財源の必要額を計上しております。 
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 ２１ページをお願いいたします。 

 ２３款町債については、先ほど地方債補正で説明したとおりですが、歳出のほうでは、道路維

持費、農業用施設災害復旧費で対象経費を計上しております。 

 続きまして、歳出の説明となりますが、歳入で説明したものについては割愛させていただきま

す。また、全体にわたり人件費に係る予算の補正が計上されておりますが、これは本年４月の人

事異動により、各費目に過不足が生じているため、補正するものであります。 

 それでは、２５ページをお願いいたします。 

 まず、２款総務費、１項総務管理費、５目財産管理費、１４節工事請負費の庁舎改修工事

１,９００万円ですが、これにつきましては、町長室、応接室の入り口側の壁の耐震補強工事費

と、コロナ禍における３密回避を行うための拡張工事費を計上したものであります。これにより、

町長室が現在よりも約１.６倍、応接室が約２倍の広さとなるものであります。 

 また、一番下の７目情報管理費の１２節の委託料、システム開発委託料６１９万２,０００円

は、マイナンバーカードを用いた行政手続のオンライン化を図るための経費で、子育て関係が

１５手続、介護関係が１１手続で、マイナポータルと町基幹システムとの接続を行うものであり

ます。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、２目老人福祉費の１０節需用費６１万７,０００円、１１節の

役務費１万４,０００円、１２節の委託料５４万１,０００円は、老人福祉館やちよ荘の整備スケ

ジュールが延びたため、本年度末までの施設の維持管理費等を追加するものであります。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費には、主にオミクロン対応新ワクチン及び従来ワク

チンの４回目接種対象者の拡大に伴う事業費等を追加計上しております。 

 続いて、３１ページをお願いいたします。 

 ６款商工費、１項商工費、３目公園費には、法華嶽公園の新たな魅力を創出するためのドッグ

ラン施設の整備費用を計上しております。 

 次の７款土木費、１項道路橋梁費、２目道路維持費の１４節工事請負費１億５５０万円は、町

単独での側溝改修工事費と国の制度事業を活用した舗装補修工事費を追加計上しております。 

 また、３目道路新設改良費の１４節工事請負費２,６００万円は、十日町須志田線の道路改良

に伴う工事費を計上しているものであります。 

 続きまして、３３ページをお願いいたします。 

 ９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費のうち７節報償費の情報モラル教育研修会講師謝

礼４万円、同じく８節旅費４４万円、１０節需用費１０２万円、合わせて１５０万円につきまし
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ては、県のモデル地域として取り組む情報モラル教育推進事業費となっております。 

 続きまして、３５ページをお願いいたします。 

 １０款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費、１目農業用施設災害復旧費には、７月豪雨

により被災した農地及び農業用施設に係る災害復旧工事費を計上しております。 

 最後に、今回の一般会計補正予算（第４号）に計上しております側溝改修工事、舗装補修工事、

道路改良工事、農地農業用施設災害復旧工事に係る工事等予定箇所につきましては、議会資料の

１ページに掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（渡邉 靜男君）  ほかに補足説明はございませんか。 

 しばらくお待ちください。 

 この際、令和３年度決算認定に対する監査委員の審査報告を求めます。山口代表監査委員。 

○監査委員（山口  孝君）  おはようございます。監査委員を代表いたしまして、令和３年度

国富町一般会計、令和３年度国富町公共下水道事業特別会計、令和３年度国富町綾川雑用水管理

事業特別会計、令和３年度国富町国民健康保険事業特別会計、令和３年度国富町後期高齢者医療

特別会計、令和３年度国富町介護保険特別会計及び令和３年度国富町水道事業会計の各決算につ

いて、審査の結果をご報告申し上げます。 

 まず、審査に当たりましては、一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、事項別明細書、実質

収支に関する調書及び財産に関する調書が、関係法令に基づいて様式等が作成されているか、計

数は正確であるか、決算書の事項別明細書の間で予算現額、収入済額及び支出済額等の金額は一

致しているか、翌年度繰越額は繰越金繰越計算書の金額と一致しているか、予備費充用及び予算

流用の理由や手続は正確であるかなど、関係書類による照合を行いました。 

 併せて、予算の執行状況及び決算の内容について、事業の実施状況や不用額発生の要因等、関

係職員から説明を求め、現地調査も実施するとともに、年度比較による増減の内容等を審査いた

しました。 

 次に、水道事業会計の審査に当たっては、決算書類について、地方公営企業法及びその他関係

法令に基づいて作成されているかを確認し、それらの計数が正確であるか、経営成績及び財政状

態を適正に表示しているかなど、関係書類による照合を行いました。 

 併せて、決算の内容、事業の執行状況等について関係職員から説明を求めるとともに、年度比

較による経営内容等を審査いたしました。詳細につきましては、提出しております令和３年度国

富町決算審査意見書に記載しておりますので、概要について申し上げます。 

 最初に、一般会計についてであります。 

 決算額は、歳入総額１１１億６,１５５万６,９８７円、歳出総額１０７億２,４２１万
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１,２１５円で、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は４億３,７３４万５,７７２円で、

形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源（繰越明許費繰越額）１,４８５万７,７５０円を差し引

いた実質収支は４億２,５４８万８,０２２円の黒字となっております。 

 さらに、単年度収支は５,６２７万４,３２６円の黒字、実質単年度収支におきましても、２億

１,５５２万５,３２６円の黒字となっております。 

 次に、公共下水道事業特別会計について、決算額は、歳入総額３億４,１９１万４,８０５円、

歳出総額３億３,５３３万６,４９８円で、決算収支については、形式収支、実質収支ともに

６５７万８,３０７円の黒字となっております。 

 次に、綾川雑用水管理事業特別会計について、決算額は、歳入総額７６５万１,９８８円、歳

出総額６９８万８０６円で、決算収支については、形式収支、実質収支ともに６７万１,１８２円

の黒字となっております。 

 次に、国民健康保険事業特別会計について、決算額は、歳入総額２５億９,９０３万５,９５５円、

歳出総額２５億６,８４４万３,３０７円で、決算収支については、形式収支、実質収支ともに

３,０５９万２,６４８円の黒字となっております。 

 次に、後期高齢者医療特別会計について、決算額は、歳入総額２億５,９３６万２,１８２円、

歳出総額２億５,２７８万２,５２９円で、決算収支については、形式収支、実質収支ともに

６５７万９,６５３円の黒字となっております。 

 次に、介護保険特別会計について、決算額は、歳入総額２５億７,１６９万５,９１１円、歳出

総額２４億８,０９６万４,２８６円で、決算収支は、形式収支、実質収支ともに９,０７３万

１,６２５円の黒字となっております。 

 次に、水道事業会計については、税抜きで、収益的収入額４億２,１７０万４,８２４円に対し、

収益的支出額は３億５,４３９万９,５８４円で、差し引き６,７３０万５,２４０円の純利益を生

じております。この純利益に前年度繰越利益剰余金１億２,０４３万４,５７３円及びその他未処

分利益剰余金変動額２,５５０万４,０７６円を加えた２億１,３２４万３,８８９円が３年度未処

分利益剰余金となります。 

 また、資本的収入及び資本的支出については、資本的収入額９,０７６万５,０００円から資本

的支出が２億７,８０３万４,２８０円を差し引き、１億８,７２６万９,２８０円の不足を生じて

おります。この不足額は、当年度分損益勘定留保資金等で補填されております。 

 以上、令和３年度各会計の決算審査に当たりましては、歳入歳出ともに綿密に関係帳簿及び証

書類と照合し、慎重に審査を行いました。その結果、一般会計、公共下水道事業特別会計、綾川

雑用水管理事業特別会計、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別

会計及び水道事業会計を通じて、決算における計数に誤りはなく、関係書類もよく整備され、会
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計経理は適正であったことを認めました。 

 また、水道事業会計については、経営成績及び財政状態を適正に表示していることを認めまし

た。 

 次に、地方自治法第２４１条第５項に規定する基金の運用状況については、適正に運用されて

おり、各基金の運用状況調書の計数はいずれも正確であったことを認めました。 

 令和３年度行財政の運営は、非常に厳しい状況の中にあって、人口減少対策をはじめ各方面に

おいて町民福祉の増進が図られたものと認められます。 

 最後に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に

より審査に付された令和３年度決算に基づく国富町健全化判断比率及び基金不足比率等の書類は、

審査の結果、いずれも適正に作成されているものと認められますので、別冊で配付いたしており

ます審査意見書のとおり報告いたします。 

 以上、審査の概要を申し上げましたが、併せまして、決算審査に対します関係各位のご協力に

感謝を申し上げまして、審査報告といたします。 

○議長（渡邉 靜男君）  監査委員におかれましては、膨大な決算資料、それと決算審査意見書

の作成等、大変ご苦労があったと思います。本当にありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（渡邉 靜男君）  以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしました。 

 よって、本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでございました。 

午前10時27分散会 

────────────────────────────── 


